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は
じ
め
に
　
　

　
テ
ュ
ー
ダ
ー
王
権
に
よ
る
一
連
の
宗
教
政
策
が
、
議
会
制
定
法
と

い
う
形
式
で
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
六

世
紀
前
半
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
は
封
建
制
的
性
格
を
色
濃
く
残
し

て
お
り
、
常
備
軍
や
大
規
模
な
官
僚
機
構
が
存
在
せ
ず
、
徴
税
シ
ス

テ
ム
も
依
然
と
し
て
非
効
率
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
王
権
に
は
、
在
地
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
を
無
給
に
近
い
治
安
判
事
等
の

官
職
に
任
命
し
て
権
限
を
委
託
す
る
ほ
か
に
、
国
家
統
合
お
よ
び
中

央
集
権
を
進
展
さ
せ
る
手
段
が
存
在
し
な
か
っ
た
（
１
）
。
議
会
を
利
用
し

た
政
策
の
遂
行
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
見
か
け
上
は
各
地
域
の
代

表
者
の
合
意
の
下
で
制
定
さ
れ
た
法
に
よ
る
統
治
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
で
、
こ
れ
ら
地
方
為
政
者
た
ち
に
対
し
て
王
権
に
よ
る
政
策
の
正

当
性
が
担
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
、
相

対
的
に
脆
弱
な
政
治
基
盤
し
か
保
持
し
て
い
な
い
体
制
の
下
で
、
国

王
・
政
府
が
短
期
間
の
う
ち
に
幾
度
も
宗
教
政
策
を
大
き
く
変
更
せ

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
偶
発
的
な
事
態
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
「
議
会
内
の
王
権
（K

ing in Parliam
ent)

」
と
い
う
観
念
が

強
化
さ
れ
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
疑
い
え
な
い
（
２
）
。
以
上
の
背
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景
に
照
ら
せ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
史
に
お
い
て
前
期
テ
ュ
ー

ダ
ー
朝
期
は
明
ら
か
に
画
期
を
成
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
・
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
と
比
較
す
る
と
、

意
外
な
ほ
ど
同
時
代
の
議
会
を
扱
っ
た
研
究
は
少
な
い
。

　
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
ホ
イ
ッ
グ
史
観
に
お
い
て

は
、
Ａ
・
Ｆ
・
ポ
ラ
ー
ド
が
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
議
会
の
通
史
を
著
し
て

は
い
る
が
、
Ｊ
・
Ｅ
・
ニ
ー
ル
と
Ｗ
・
ノ
ー
ト
ス
テ
イ
ン
が
エ
リ
ザ

ベ
ス
期
と
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
名

高
い
研
究
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
業
績
を
、
前
期
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
に

つ
い
て
著
し
た
研
究
者
は
つ
い
ぞ
出
現
し
な
か
っ
た
（
３
）
。
そ
の
背
景
に

は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
議
会
と
王
権
と
の
対
立
の
要
因

を
過
去
に
遡
っ
て
探
求
し
よ
う
と
し
た
ホ
イ
ッ
グ
史
家
た
ち
が
、
国

王
が
議
会
を
利
用
し
て
宗
教
政
策
を
進
展
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
み

え
る
こ
の
時
代
に
対
し
て
、
さ
ほ
ど
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
と
い
う

事
情
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
行
政
革
命
論
を
唱
え
て
Ｇ
・
Ｒ
・
エ
ル
ト

ン
が
登
場
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
い
わ
ゆ
る
修
正
主
義
の
潮
流
を
生

み
出
す
と
、
ホ
イ
ッ
グ
史
観
の
認
識
と
は
正
反
対
に
、
国
王
に
協
力

し
て
政
策
を
推
進
し
て
い
っ
た
議
会
の
政
治
的
有
用
性
が
に
わ
か
に

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
（
４
）

。
特
に
注
目
が
集
ま
っ
た
の
は
、

貴
族
院
お
よ
び
貴
族
の
役
割
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
議
会
以
降
の
ヘ

ン
リ
八
世
期
を
考
察
し
た
Ｓ
・
Ｅ
・
リ
ー
ム
バ
ー
グ
は
、
議
事
手
続

と
貴
族
院
の
重
要
性
に
喚
起
を
促
し
た
（
５
）
。
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
期
と
メ

ア
リ
一
世
期
を
考
察
し
た
Ｍ
・
Ａ
・
Ｒ
・
グ
レ
イ
ヴ
ズ
は
、
遅
く
と

も
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
ま
で
は
、
下
院
よ
り
議
事
運
営
の
効
率

性
で
勝
っ
て
い
た
貴
族
院
が
議
会
に
お
け
る
主
導
権
を
握
っ
て
い
た

と
主
張
し
た
（
６
）
。
ま
た
Ｊ
・
ロ
ー
チ
は
、
同
時
代
に
お
け
る
議
席
の
創

設
が
、
下
院
議
員
た
ち
の
圧
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
自
ら
の
政
策
を

推
進
し
よ
う
と
す
る
王
権
側
の
主
導
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
回
状( Circular Letter)

の
送
付
な
ど
と
同
じ
く
、

政
府
に
と
っ
て
有
用
な
人
物
を
選
出
し
よ
う
と
し
た
政
府
に
よ
る
選

挙
戦
術
の
一
環
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
（
７
）
。

　
と
は
い
え
、
グ
レ
イ
ヴ
ズ
、
リ
ー
ム
バ
ー
グ
、
ロ
ー
チ
ら
の
書
名

に「
議
会
」も
し
く
は「
貴
族
院
」と
い
う
語
は
含
ま
れ
て
い
て
も「
下

院
」
と
い
う
語
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
了
知
さ
れ
る
よ
う

に
、
修
正
主
義
に
お
い
て
は
貴
族
院
と
の
関
係
の
中
で
下
院
が
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
同
院
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
分
析
の
対

象
と
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
発
展
を
重
視
し
た

ホ
イ
ッ
グ
史
観
の
打
破
が
目
指
さ
れ
る
中
で
、
下
院
に
は
相
対
的
に

従
属
的
な
地
位
し
か
宛
て
が
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。も
っ
と
も
、

下
院
に
つ
い
て
の
考
究
が
進
捗
し
な
か
っ
た
の
に
は
、
そ
の
議
事
録

が
一
五
四
七
年
以
降
し
か
残
存
し
て
お
ら
ず
、
一
五
二
九
年
議
会
を

例
外
と
し
て
一
五
三
九
年
以
前
の
議
員
の
公
式
の
当
選
証
書
も
失
わ

れ
て
い
る
な
ど
、
史
料
上
の
問
題
も
深
く
影
響
し
て
い
た
（
８
）

。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
は
学
術
雑
誌Parliam

entary 
H

istory
の
別
冊
と
し
て
Ａ
・
ホ
ー
ク
ヤ
ー
ド
の
研
究
（『
下
院
　

一
五
〇
九
―
一
五
五
八
年
―
―
成
員
・
議
事
手
続
・
慣
例
・
変
化
』）

が
昨
年
（
二
〇
一
六
年
）
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大
き
な
転
換
点

を
迎
え
た
（
９
）
。
ホ
ー
ク
ヤ
ー
ド
は
、
こ
れ
ま
で
の
修
正
主
義
者
に
よ
る
前

期
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
議
会
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
下
院
の
検
討
に
注
力

し
て
い
な
い
と
批
判
す
る）
（1
（

。
さ
ら
に
、
い
か
な
る
時
代
に
も
普
遍
的
に

適
用
可
能
な
解
釈
を
模
索
し
、
組
織
的
反
対
派
の
存
在
や
議
員
数
調
整

の
た
め
の
選
挙
操
作
な
ど
を
自
身
が
研
究
対
象
と
す
る
時
期
以
前
に
遡

及
的
に
見
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
、
ノ
ー
ト
ス
テ
イ
ン
、
ニ
ー
ル
ら
ホ

イ
ッ
グ
史
家
か
ら
、
エ
ル
ト
ン
ら
修
正
主
義
者
に
至
る
ま
で
の
伝
統
的

な
研
究
手
法
は
、
往
々
に
し
て
非
現
実
的
で
あ
る
と
糾
弾
し
て
い
る）
（（
（

。

そ
し
て
著
者
は
、
自
身
が
議
会
史
財
団
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
選

挙
区
・
議
員
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
『
議
会
史
―
―
下
院
　

一
五
〇
九
―
一
五
五
八
年
』（
以
下
『
下
院
』）
の
共
編
者
と
研
究
助
手

を
務
め
た
経
験
を
生
か
し
、
断
片
的
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
史
料
を

徹
底
的
に
掘
り
起
こ
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
選
挙
、
議
員
の
性
質
、

議
事
規
則
、
議
事
手
続
、
立
法
過
程
に
つ
い
て
詳
細
に
事
実
を
提
示
す

る
と
い
う
、
き
わ
め
て
実
証
的
な
手
法
で
本
書
を
叙
述
し
て
い
る）
（1
（

。

　
同
書
の
調
査
項
目
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
後
論

と
の
関
係
上
、
下
院
議
員
の
選
出
と
い
う
論
点
の
み
に
絞
っ
て
そ
の

内
容
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ホ
ー
ク
ヤ
ー
ド
は
、
王
権
側

の
主
導
権
を
認
め
る
点
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
チ
と
軌
を
一
に
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
招
集
へ
の
不
満
を
抑
制
し
、
各
選
挙
区
に
立

候
補
者
の
居
住
要
件
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
議
員
の
選
択
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
を
も
そ
の
目
的
と
し
て
、
回
状
は
国
王
名
で
各
地
に

発
送
さ
れ
て
い
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
期
以
降
は
、
枢
密
院
お
よ
び
枢
密

顧
問
官
も
、
組
織
も
し
く
は
個
人
の
立
場
で
書
簡
を
発
送
し
、
選
挙

へ
の
干
渉
を
試
み
て
い
た）
（1
（

。
さ
ら
に
枢
密
院
、
ラ
ン
カ
ス
タ
公
領
や

コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
公
領
な
ど
の
地
方
評
議
会
、
ま
た
貴
族
や
地
方
の
有

力
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
よ
る
議
員
の
指
名
も
行
わ
れ
、
時
に
は
当
選
証
書

が
改
ざ
ん
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
政
府
を
中
心
と

し
て
選
挙
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
の
は
確
実
で

あ
り
、
そ
れ
は
メ
ア
リ
期
に
お
け
る
明
確
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
議
員

の
排
除
な
ど
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
た）
（1
（

。
た
だ
し
こ
う
し
た
選
挙
操

作
が
常
に
成
功
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
期
間
を
通
じ
て
国
王
役

人
の
数
は
下
院
議
員
全
体
の
五
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ

た）
（1
（

。ま
た
貴
族
が
議
会
内
で
派
閥
を
形
成
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
集
団
は
何
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
家
系
間
の
紐
帯
、
ま
た

各
地
域
に
お
け
る
当
該
人
物
の
影
響
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た）
（1
（

。
さ
ら
に
議
員
た
ち
の
間
で
は
、
各
選
挙
区
が
有
す
る
権

威
に
対
し
て
一
定
の
序
列
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
選
挙
区
か
ら

選
出
さ
れ
る
か
は
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た）
（1
（

。
一
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方
で
選
挙
区
の
側
で
は
、
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
議
員
に
対

す
る
日
当
の
支
払
い
を
負
担
に
感
じ
て
お
り
、
特
に
中
小
の
都
市
選

挙
区
は
そ
の
支
払
免
除
と
引
き
替
え
に
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
な
ど
パ

ト
ロ
ン
の
指
名
権
を
認
め
た
り
、
支
払
い
義
務
が
適
用
さ
れ
な
い
部

外
者
を
積
極
的
に
選
出
し
た
り
し
て
い
た）
（1
（

。
も
っ
と
も
、
と
り
わ
け

有
力
な
都
市
の
一
部
で
は
、
立
法
を
通
じ
て
免
税
特
権
の
よ
う
な
地

域
権
益
を
確
保
す
る
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
の
都
市
改

良
を
進
め
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
事
項
に
つ
い
て
史
料
に
も
と
づ
く
丹
念
な

追
跡
を
行
っ
て
い
る
ホ
ー
ク
ヤ
ー
ド
の
調
査
結
果
は
多
分
に
説
得
的

で
は
あ
る
が
、
微
細
な
事
実
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
大
き
な
枠
組
み

に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
か
え
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る

嫌
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
政
府
の
宗
教
政
策
が
大
き
く
揺
れ
動
く
中

で
、
議
員
た
ち
は
議
席
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
も
し
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
の

か
。
さ
ら
に
政
府
や
有
力
者
な
ど
外
部
権
力
に
よ
る
選
挙
干
渉
が
行

わ
れ
た
と
し
て
、
各
選
挙
区
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
結
果

と
し
て
こ
う
い
っ
た
戦
術
は
ど
の
程
度
効
果
を
発
揮
し
た
の
か
。
こ

う
し
た
問
題
は
、
同
時
代
の
王
権
や
貴
族
院
と
下
院
と
の
関
係
や
国

制
に
お
け
る
議
会
の
位
置
、
さ
ら
に
王
権
に
よ
る
宗
教
政
策
の
変
更

が
こ
れ
以
降
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
政
治
に
与
え
た
影
響
な
ど
を
考

え
る
上
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
視
点
を
ホ
ー
ク

ヤ
ー
ド
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
　

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
当
該

期
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出
様
態
の
全
般
的
特
徴
を
、
彼
ら
の
選

挙
区
移
動
と
い
う
現
象
の
検
討
を
通
じ
て
、
よ
り
動
的
に
把
握
す

る
こ
と
を
目
指
す
。
青
木
康
お
よ
び
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、

一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議

員
が
、
い
わ
ゆ
る
地
方
名
望
家
論
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
大
き
く
異

な
り
、選
挙
ご
と
に
か
な
り
頻
繁
に
選
挙
区
を
移
動
し
て
い
た
こ
と
、

選
挙
区
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
議
員
の
性
質
や
選
挙
区
側

の
議
員
に
対
す
る
期
待
に
も
相
違
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
う
し
た
動

き
が
生
じ
る
要
因
は
各
時
代
で
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど

を
明
ら
か
に
し
て
き
た）
1（
（

。
本
稿
に
お
い
て
も
、
筆
者
が
エ
リ
ザ
ベ
ス

期
・
初
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
用
い
て
き
た

研
究
手
法
を
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
適
用
し
、
議
員
の
選
出
様

態
の
網
羅
的
な
分
析
を
試
み
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
宗
教
政
策
の
大
幅

な
変
更
と
い
う
国
家
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
重
大
な
政
治
決
定
が
行

わ
れ
て
ゆ
く
場
と
な
っ
た
議
会
下
院
に
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
選
出

さ
れ
て
い
た
の
か
を
共
時
的
・
通
時
的
に
解
明
し
、
同
時
代
に
お
け

る
議
会
の
実
相
を
理
解
す
る
一
助
と
し
た
い
。

　
次
章
で
は
本
稿
の
分
析
手
法
を
簡
潔
に
述
べ
、
第
二
章
で
は
ミ
ッ

ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
全
体
を
通
じ
て
の
動
向
を
、
第
三
章
で
は
同
時

代
に
お
け
る
時
系
列
的
変
化
の
傾
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。
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第
一
章
　
分
析
の
手
法

　
本
章
で
は
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
の
対
象
期
間
と
方
法
を
提
示
す

る
。
本
稿
で
主
要
史
料
と
す
る
の
は
、
前
述
し
た
『
下
院
』
で
あ

る
。
た
だ
し
、
先
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
一
五
二
九
年
議
会
を
除
き

一
五
三
九
年
ま
で
の
議
会
に
つ
い
て
は
公
式
の
当
選
証
書
が
ほ
と
ん

ど
残
存
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
下
院
議
事
録
も
一
五
四
二
年
以
前
は
作

成
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
地
方
文
書
館
な
ど
に
残
さ
れ
て
い

る
史
料
な
ど
を
参
照
し
て
も
、
一
五
〇
九
年
か
ら
一
五
三
九
年
ま
で

の
議
会
に
お
い
て
は
当
選
者
が
特
定
で
き
な
い
選
挙
区
が
大
半
で
あ

り
、
一
五
四
二
年
議
会
に
つ
い
て
も
議
員
名
が
判
明
す
る
の
は
全
当

選
者
中
の
六
割
以
下
に
留
ま
っ
て
い
る
。（
各
議
会
の
全
議
員
数
と

特
定
さ
れ
て
い
る
議
員
数
に
つ
い
て
は
、
表
１
を
参
照
。）
こ
の
よ

う
な
史
料
の
残
存
状
況
と
、
全
議
員
の
選
出
様
態
を
で
き
る
限
り

網
羅
的
に
分
析
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
照
ら
し
、
以
下
で
は

一
五
四
五
年
か
ら
一
五
五
八
年
の
八
議
会
を
考
察
の
対
象
に
据
え

る）
11
（

。
　
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
議
会
が
開
催
さ
れ
た
際
の
状
況
に
つ
い
て
、
簡

潔
に
整
理
し
て
お
く
。
一
五
四
五
年
議
会
は
、
晩
年
の
ヘ
ン
リ
八
世

が
対
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
ス
戦
争
の
戦
費
に
苦
慮
し
て
い
た

時
期
に
、
財
源
の
確
保
を
目
的
と
し
て
招
集
さ
れ
た
。
一
五
四
七
年

議
会
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
即
位
と
と
も
に
サ
マ
セ
ッ
ト
公
爵
エ

ド
ワ
ー
ド
・
シ
ー
モ
ア
が
実
権
を
握
っ
た
時
期
に
招
集
さ
れ
、
第
一
・

第
二
「
礼
拝
統
一
法
」
を
は
じ
め
一
連
の
急
進
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
化
政
策
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
一
五
五
三
年
三
月
議
会
は
、
既
に

エ
ド
ワ
ー
ド
が
死
の
床
に
あ
る
中
、
サ
マ
セ
ッ
ト
公
爵
の
後
を
襲
っ

て
権
力
の
座
に
つ
い
た
ノ
ー
ザ
ン
バ
ラ
ン
ド
公
爵
ジ
ョ
ン
・
ダ
ド
リ

が
ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
イ
を
女
王
に
擁
立
す
べ
く
王
位
継
承
法
の
変
更

を
目
論
ん
で
招
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
試
み
は
議
会
の
支

開催年 総議員数
特定されてい

る議員数 特定率

1510年 293 53 18.1%
1512年 302 68 22.5%
1515年 302 61 20.2%
1523年 302 64 21.2%
1529年 310 308 99.4%
1536年 312 76 24.4%
1539年 312 144 46.2%
1542年 338 193 57.1%
1545年 349 263 75.4%
1547年 379 376 99.2%

1553年3月 379 306 80.7%
1553年10月 389 385 99.0%
1554年4月 392 387 98.7%
1554年11月 394 390 99.0%

1555年 392 370 94.4%
1558年 398 394 99.0%

（表１）前期テューダー朝期議会における総議
員数と特定されている議員数・特定率

HPT , Appendix IVおよびHawkyard, The
House of Commons , Appendix 6により作成。
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ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議
員
の
選
出
様
態
（
仲
丸
）

持
を
得
ら
れ
ず
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
残
り
の
五
議
会
は
、
い
ず

れ
も
メ
ア
リ
一
世
治
世
下
と
な
る
。
一
五
五
三
年
一
〇
月
議
会
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
死
去
後
ノ
ー
ザ
ン
バ
ラ
ン
ド
公
爵
の
陰
謀
が
失
敗
し
、

メ
ア
リ
が
即
位
し
た
三
ヶ
月
後
に
招
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ド

ワ
ー
ド
期
の
宗
教
関
連
法
を
撤
廃
す
る
「
廃
棄
法
」
を
成
立
さ
せ
た
。

一
五
五
四
年
四
月
議
会
は
、
メ
ア
リ
が
ス
ペ
イ
ン
王
太
子
フ
ェ
リ
ペ

と
の
結
婚
を
決
め
、こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
発
生
し
た
ト
マ
ス
・

ワ
イ
ア
ト
の
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
た
二
ヶ
月
後
に
招
集
さ
れ
て
お
り
、

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
復
帰
を
宣
言
し
ヘ
ン
リ
八
世
期
の

宗
教
改
革
関
連
法
を
撤
廃
す
る
「
第
二
廃
棄
法
」
を
成
立
さ
せ
る
と

と
も
に
、「
異
端
処
罰
法
」
を
復
活
さ
せ
た
。
さ
ら
に
メ
ア
リ
に
よ

る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
弾
圧
が
開
始
さ
れ
た
一
五
五
五
年
、
ま
た
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
が
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
た
一
五
五
八
年
に
は
、
い
ず
れ
も
特
別
税
の
認
可
を
主
要
な
目
的

と
し
て
議
会
が
招
集
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
次
に
、
こ
れ
ら
八
議
会
に
選
出
さ
れ
て
い
た
下
院
議
員
を
分
析
す

る
に
あ
た
り
、『
下
院
』
か
ら
抽
出
し
て
検
討
を
お
こ
な
う
基
本
的

な
指
標
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
一
人
の
議
員
が
生
涯
の
間
に
ど

れ
ほ
ど
の
数
の
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
生
涯
選
出
区
数
を
、
議
員
の
移
動
範
囲
を
知
る
た
め
に
州

内
率
を
、
議
員
と
選
挙
区
と
の
関
係
の
深
さ
を
検
証
す
る
た
め
に
地

元
率
を
、
議
席
の
安
定
度
を
調
べ
る
た
め
に
空
白
率
を
、
特
定
の
選

挙
区
内
部
で
の
議
員
の
影
響
力
を
測
定
す
る
た
め
に
当
該
選
挙
区

占
有
率
を
、
議
員
の
議
席
定
着
度
を
測
定
す
る
た
め
に
生
涯
当
選

回
数
を
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
前
述
し
た
史
料
上
の
問
題
の
た
め
、

一
五
四
五
年
以
降
に
選
出
さ
れ
て
い
る
議
員
が
一
五
四
二
年
以
前
に

選
出
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、『
下
院
』
に
は
そ
う
し
た
情
報
が
反

映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
涯
選
出
区
数
・
州
内
率
・
当
該
選
挙
区
占
有

率
・
生
涯
当
選
回
数
に
つ
い
て
は
、
実
際
よ
り
低
い
数
値
が
算
出
さ

れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
議
員
に
つ
い
て

一
五
四
二
年
以
前
の
経
歴
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
算
出
対
象
に

加
え
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
特
に
一
五
四
五
年
・
一
五
四
七
年
議

会
に
つ
い
て
は
実
際
よ
り
数
値
が
高
ぶ
れ
し
て
い
る
点
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
議
員
が
保
有
す
る
所
領
が
不
明
で
地
元
議
員
か

ど
う
か
判
別
で
き
な
い
場
合
、
史
料
の
欠
落
に
よ
り
議
員
歴
の
空
白

の
有
無
が
判
別
で
き
な
い
場
合
な
ど
は
、
そ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て

の
み
、そ
の
議
員
を
計
算
対
象
か
ら
除
外
し
た）
11
（

。以
上
の
操
作
を
行
っ

た
結
果
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
な
る
議
員
は
延
べ
人
数
で
二
八
八
七

名
と
な
っ
た
。

　
続
く
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
議
員
の
個
別
デ
ー

タ
を
、
類
型
化
し
た
選
挙
区
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
議
員
と

選
挙
区
と
の
関
係
の
考
察
を
試
み
る
。
そ
の
際
の
選
挙
区
分
類
は
、

筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
基
準
に
準
拠
し
、
州
選
挙
区
・
大
都
市
選
挙
区
・

中
都
市
選
挙
区
・
小
都
市
選
挙
区
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
と
す
る）
11
（

。
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こ
の
う
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
都
市
選
挙
区
は
、
一
七
世
紀
初
頭
に
お

け
る
各
都
市
の
概
算
人
口
に
各
地
域
に
お
け
る
政
治
的
・
経
済
的
重

要
性
な
ど
を
加
味
し
て
分
類
し
て
お
り
、
一
六
世
紀
半
ば
の
状
態
と

は
差
異
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
小
都
市
選
挙
区
に
分

類
さ
れ
る
選
挙
区
は
、
そ
の
多
数
が
当
該
期
間
以
降
に
創
設
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
議
員
数
の
面
に
お
い
て
や
や
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
。
し

か
し
大
枠
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
大
き
な
異
同
は
な
い
こ
と
、
ま
た
エ

リ
ザ
ベ
ス
期
以
降
と
の
比
較
を
す
る
上
で
も
各
選
挙
区
タ
イ
プ
に
含

ま
れ
る
都
市
が
同
一
の
方
が
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
他
に
客

観
性
の
あ
る
分
類
基
準
の
設
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本

稿
で
も
こ
れ
ま
で
の
都
市
選
挙
区
分
類
を
踏
襲
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
章
　
全
般
的
傾
向

　
本
章
で
は
、
当
該
期
間
全
体
を
通
じ
た
傾
向
に
つ
い
て
、
前
章
で

提
示
し
た
指
標
に
も
と
づ
き
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。（
表

２
）
は
、
選
挙
区
タ
イ
プ
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
選
出
区
数
の
議

員
が
何
名
存
在
し
た
か
を
回
数
別
に
整
理
し
、
複
数
回
当
選
者
の
平

均
と
全
体
の
平
均
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。（
グ
ラ
フ
１
）
は
全

体
の
数
値
を
円
グ
ラ
フ
で
視
覚
化
し
た
も
の
で
あ
る
。（
表
３
）
は
、

選
挙
区
タ
イ
プ
ご
と
の
州
内
率
・
地
元
率
・
空
白
率
・
当
該
選
挙
区

占
有
率
・
生
涯
当
選
回
数
の
平
均
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

比
較
の
た
め
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
お
け
る
数
値
を
、（
表
４
）、（
表
５
）

と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

各
指
標
の
動
向

　
ま
ず
（
表
２
）
の
生
涯
選
出
区
数
の
数
値
に
着
目
し
て
み
る

と
、
複
数
回
当
選
者
全
体
の
平
均
は
二
・
〇
八
、
全
体
の
平
均
は

一
・
八
〇
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
涯
に
二
度
以
上
当
選
し

た
議
員
は
平
均
し
て
二
つ
以
上
の
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
て
お
り
、

議
員
全
体
で
も
複
数
の
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
員
が
多
数
存

在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の

二
・
一
四
、一
・
八
八
よ
り
は
や
や
低
め
の
数
値
な
が
ら
、
ミ
ッ
ド
・

テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
お
い
て
も
議
員
の
選
挙
区
移
動
は
一
般
的
な
現
象

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
次
に
選
挙
区
タ
イ
プ
別
の
差
異
に
着
目
す
る

と
、
複
数
回
当
選
者
で
は
数
値
の
低
い
方
か
ら
順
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ

選
挙
区
（
一
・
六
〇
）、
大
都
市
選
挙
区
（
一
・
七
七
）、
州
選
挙
区

（
一
・
八
九
）、
中
都
市
選
挙
区
（
二
・
二
六
）、
小
都
市
選
挙
区
（
二
・

四
一
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
序
列
は
（
表
３
）
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
期

と
同
様
で
あ
り
、
都
市
選
挙
区
に
お
い
て
は
都
市
の
規
模
が
小
さ
く

な
る
ほ
ど
選
挙
区
を
移
動
し
や
す
い
議
員
が
選
出
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
州

選
挙
区
の
数
値
の
低
さ
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
お
い
て
複
数
回

当
選
者
の
州
選
挙
区
の
数
値
（
二
・
一
七
）
は
中
都
市
選
挙
区
（
二
・
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ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議
員
の
選
出
様
態
（
仲
丸
）

一
九
）
や
小
都
市
選
挙
区
（
二
・
三
四
）
に
近
く
、
全
体
平

均
で
は
中
都
市
選
挙
区
を
上
回
っ
て
い
た
（
州
選
挙
区
は
一
・

九
五
、
中
都
市
選
挙
区
は
一
・
九
一
）
の
に
対
し
、
ミ
ッ
ド
・

テ
ュ
ー
ダ
ー
期
で
は
む
し
ろ
大
都
市
選
挙
区
に
近
く
、
そ
の

た
め
選
挙
区
タ
イ
プ
ご
と
の
差
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
史
料
の
欠
落
の
た
め
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー

期
の
数
値
は
実
際
よ
り
も
低
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
も
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比
較
し
た
場

合
の
州
選
挙
区
の
低
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
当
該
期
間
に
お

い
て
は
、
中
都
市
選
挙
区
や
小
都
市
選
挙
区
選
出
議
員
と
は

対
照
的
に
、
州
選
挙
区
選
出
議
員
は
大
都
市
選
挙
区
選
出
議

員
と
並
ん
で
選
挙
区
を
移
動
し
に
く
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
の
数
値
の
低
さ
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
と
比
べ
て
同
地
域
で
は
選
挙
区
を
移
動
す
る
議
員
が

少
数
で
あ
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。

　
以
下
、
生
涯
選
出
区
数
以
外
の
指
標
の
検
討
に
移
ろ
う
。

州
内
率
の
全
体
平
均
は
七
一
・
一
％
で
あ
り
、
選
挙
区
タ
イ

プ
別
で
は
数
値
の
高
い
方
か
ら
順
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区

（
八
四
・
二
％
）、
大
都
市
選
挙
区
（
七
八
・
四
％
）、
州
選
挙
区

（
七
五
・
八
％
）、
中
都
市
選
挙
区
（
六
八
・
四
％
）、
小
都
市
選

挙
区
（
六
〇
・
六
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
序
列

は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
生
涯
選
出
区
数
と

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回 複数
生涯選
出回数

計算
回数

平均
生涯選
出回数

計算
回数

平均

州 348 141 54 25 6 6 5 0 0 585 125 223 868 460 1.89 993 585 1.70
大都市 379 65 40 21 19 3 1 0 0 528 134 245 699 394 1.77 833 528 1.58
中都市 505 187 102 70 40 3 5 0 4 916 250 255 1503 666 2.26 1753 916 1.91
小都市 330 152 89 47 35 6 5 0 1 665 185 145 1154 479 2.41 1339 664 2.02

ウェールズ 141 29 18 1 4 0 0 0 0 193 54 87 223 139 1.60 277 193 1.44
総計 1703 574 303 164 104 18 16 0 5 2887 748 955 4447 2138 2.08 5195 2886 1.80

州内議員 州外議員 全体

州 75.8% 92.1% 79.0% 80.0% 79.3% 73.2% 3.75
大都市 78.4% 86.6% 72.8% 78.7% 74.1% 75.5% 3.38
中都市 68.4% 62.4% 66.7% 84.0% 72.2% 59.3% 3.38
小都市 60.6% 44.1% 61.8% 82.7% 70.2% 51.6% 3.12

ウェールズ 84.2% 91.7% 74.1% 63.6% 72.4% 71.6% 2.99
総計 71.1% 70.6% 70.4% 81.4% 73.6% 64.6% 3.37

（表２）選挙区タイプ別生涯選出区数・平均（ミッド・テューダー期）

生涯選出区数・回数別
合計

区数1の内当
選回数

複数回当選者の内 全議員

（表３）選挙区タイプ別州内率・地元率・空白率・当該選挙区
占有率・生涯当選回数（ミッド・テューダー期）

州内率 地元率
空白率 当該選挙

区占有率
生涯当
選回数

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1703 574 303 164 104 18 16 0 5

生涯選出区数・回数別

1回
1703人

2回
574人

3回
303人

4回
164人

5回
104人

6回
18人 7回

16人
8回
0人

9回
5人

（グラフ１） 生涯選出区数・回数別
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史
苑
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第
七
八
巻
第
一
号
） 同

じ
く
実
際
の
数
値
は
こ

れ
よ
り
低
い
可
能
性
が
あ

る
が
、
そ
の
点
を
加
味
し

て
も
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比

較
し
て
州
選
挙
区
と
大
都

市
選
挙
区
の
数
値
は
高

く
、
小
都
市
選
挙
区
の
数

値
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ミ
ッ
ド
・

テ
ュ
ー
ダ
ー
期
で
は
エ
リ

ザ
ベ
ス
期
と
比
べ
州
選
挙

区
お
よ
び
大
都
市
選
挙
区

選
出
の
議
員
は
遠
距
離
を
移
動
し
に
く
く
、
小
都
市
選
挙

区
の
議
員
は
遠
距
離
を
移
動
し
や
す
か
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。

　
地
元
率
の
全
体
平
均
は
七
〇
・
六
％
で
あ
り
、
選

挙
区
タ
イ
プ
別
の
数
値
は
州
選
挙
区
（
九
二
・
一
％
）、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
（
九
一
・
七
％
）、
大
都
市
選
挙
区

（
八
六
・
六
％
）、
中
都
市
選
挙
区
（
六
二
・
四
％
）、
小
都

市
選
挙
区
（
四
四
・
一
％
）
の
順
で
低
く
な
っ
て
い
っ
て

い
る
。
地
元
率
は
他
の
指
標
と
異
な
り
史
料
欠
落
の
影

響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
い
の
で
、
こ
の
数
値
は
ほ
ぼ
実

態
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
内
選
挙
区
の
数
値

に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ザ

ベ
ス
期
と
の
間
に
大
き

な
差
異
は
見
ら
れ
な

い
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙

区
の
み
エ
リ
ザ
ベ
ス
期

よ
り
一
〇
％
以
上
高
く

な
っ
て
お
り
、
議
席
が

創
設
さ
れ
て
ま
も
な
い

ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
、
部

外
者
は
き
わ
め
て
選
出

さ
れ
に
く
か
っ
た
状
況

が
読
み
取
れ
る
。

　
空
白
率
の
全
体
平
均

は
七
三
・
六
％
と
な
っ

て
お
り
、
四
人
の
内
三

人
が
議
員
歴
に
お
い
て

当
選
で
き
な
い
選
挙
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

選
挙
区
タ
イ
プ
別
で
は

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回 複数
生涯選
出回数

計算
回数

平均
生涯選
出回数

計算
回数

平均

州 628 373 181 78 48 9 3 3 1 1324 255 373 2322 1069 2.17 2577 1324 1.95
大都市 822 217 114 56 15 8 5 3 0 1240 261 561 1743 979 1.78 2004 1240 1.62
中都市 1254 640 264 158 56 38 11 11 2 2434 578 676 4071 1856 2.19 4649 2434 1.91
小都市 1137 704 291 174 78 44 11 7 1 2447 614 523 4296 1833 2.34 4910 2447 2.01

ウェールズ 259 109 29 9 2 1 0 0 0 409 112 147 504 297 1.70 616 409 1.51
総計 4100 2043 879 475 199 100 30 24 4 7854 1820 2280 12936 6034 2.14 14756 7854 1.88

州内議員 州外議員 全体

州 71.6% 95.9% 59.6% 69.1% 62.3% 64.1% 4.04
大都市 72.7% 87.3% 37.4% 53.2% 41.7% 74.5% 3.52
中都市 67.0% 61.7% 40.3% 52.0% 44.2% 62.5% 3.49
小都市 64.5% 48.4% 40.6% 59.0% 47.1% 56.1% 3.30

ウェールズ 74.7% 75.0% 58.1% 56.0% 57.6% 73.4% 3.42
総計 68.4% 68.1% 44.4% 57.4% 48.5% 63.4% 3.52

（表４）選挙区タイプ別生涯選出区数・平均（エリザベス期）

生涯選出区数・回数別
合計

区数1の内当
選回数

複数回当選者の内 全議員

（表５）選挙区タイプ別州内率・地元率・空白率・当該選挙区
占有率・生涯当選回数（エリザベス期）

州内率 地元率
空白率 当該選挙

区占有率
生涯当
選回数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回 複数
生涯選
出回数

計算
回数

平均
生涯選
出回数

計算
回数

平均

州 348 141 54 25 6 6 5 0 0 585 125 223 868 460 1.89 993 585 1.70
大都市 379 65 40 21 19 3 1 0 0 528 134 245 699 394 1.77 833 528 1.58
中都市 505 187 102 70 40 3 5 0 4 916 250 255 1503 666 2.26 1753 916 1.91
小都市 330 152 89 47 35 6 5 0 1 665 185 145 1154 479 2.41 1339 664 2.02

ウェールズ 141 29 18 1 4 0 0 0 0 193 54 87 223 139 1.60 277 193 1.44
総計 1703 574 303 164 104 18 16 0 5 2887 748 955 4447 2138 2.08 5195 2886 1.80

州内議員 州外議員 全体

州 75.8% 92.1% 79.0% 80.0% 79.3% 73.2% 3.75
大都市 78.4% 86.6% 72.8% 78.7% 74.1% 75.5% 3.38
中都市 68.4% 62.4% 66.7% 84.0% 72.2% 59.3% 3.38
小都市 60.6% 44.1% 61.8% 82.7% 70.2% 51.6% 3.12

ウェールズ 84.2% 91.7% 74.1% 63.6% 72.4% 71.6% 2.99
総計 71.1% 70.6% 70.4% 81.4% 73.6% 64.6% 3.37

（表２）選挙区タイプ別生涯選出区数・平均（ミッド・テューダー期）

生涯選出区数・回数別
合計

区数1の内当
選回数

複数回当選者の内 全議員

（表３）選挙区タイプ別州内率・地元率・空白率・当該選挙区
占有率・生涯当選回数（ミッド・テューダー期）

州内率 地元率
空白率 当該選挙

区占有率
生涯当
選回数
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ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議
員
の
選
出
様
態
（
仲
丸
）

数
値
の
高
い
方
か
ら
州
選
挙
区
（
七
九
・
三
％
）、
大
都
市
選
挙
区

（
七
四
・
一
％
）、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
（
七
二
・
四
％
）、
中
都
市
選

挙
区
（
七
二
・
二
％
）、
小
都
市
選
挙
区
（
七
〇
・
二
％
）
と
な
っ
て

い
る
。
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
可
能
性
を
踏
ま
え
る

と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比
較
し
て
数
値
が
全
体
的
に
か
な
り
高
く

な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
最
高
の
州
選
挙
区
か
ら
最
低
の
小
都

市
選
挙
区
ま
で
で
も
、
そ
の
差
は
九
％
程
度
し
か
な
く
、
選
挙
区
タ

イ
プ
別
の
差
は
さ
ほ
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
最
低
の
大
都
市

選
挙
区
（
四
一
・
七
％
）
か
ら
最
高
の
州
選
挙
区
（
六
二
・
三
％
）
ま

で
二
〇
％
程
度
も
あ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
傾

向
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
お
い
て

は
、
い
ず
れ
の
選
挙
区
タ
イ
プ
に
お
い
て
も
議
席
の
継
続
的
な
維
持

が
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
当
該
選
挙
区
占
有
率
の
全
体
平
均
は
六
四
・
六
％
で
あ
り
、
選

挙
区
タ
イ
プ
別
に
見
る
と
数
値
の
高
い
方
か
ら
大
都
市
選
挙
区

（
七
五
・
五
％
）、
州
選
挙
区
（
七
三
・
二
％
）、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区

（
七
一
・
六
％
）、
中
都
市
選
挙
区
（
五
九
・
三
％
）、
小
都
市
選
挙
区

（
五
一
・
六
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比
べ
る
と
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
選
挙
区
内
で
の
序
列
に
変
化
は
な
い
が
、
州
選
挙
区
が

高
く
、
小
都
市
選
挙
区
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
期
よ
り
州
選
挙
区
へ
の
定
着
度
が
高
く
、
小
都
市
選
挙
区
へ
の
定

着
度
が
低
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
最
後
に
生
涯
当
選
回
数
の
全
体
平
均
は
三
・
三
七
、
選
挙
区
タ
イ

プ
別
で
は
数
値
の
高
い
順
に
州
選
挙
区
（
三
・
七
五
）、
大
都
市
選
挙

区
と
中
都
市
選
挙
区
（
三
・
三
八
）、
小
都
市
選
挙
区
（
三
・
一
二
）、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
（
二
・
九
九
）
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

州
選
挙
区
選
出
議
員
は
都
市
選
挙
区
選
出
議
員
よ
り
生
涯
に
渡
っ
て

当
選
を
重
ね
る
確
率
が
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
序
列

は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
同
じ
で
あ
る
が
、
空
白
率
と
同
じ
よ
う
に
最
高

の
州
選
挙
区
と
最
低
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
と
の
差
は
〇
・
七
六
と
、

一
以
内
に
収
ま
っ
て
お
り
、
選
挙
区
タ
イ
プ
別
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
開

い
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
指
標
も
実
際
よ
り
低
く
算
出
さ
れ
て
い
る

可
能
性
を
踏
ま
え
る
と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
よ
り
一
議
員
あ
た
り
の
当

選
回
数
は
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

議
員
の
類
型

　
以
上
を
総
合
す
る
と
、
選
挙
区
タ
イ
プ
別
に
選
出
さ
れ
て
い
る
議

員
に
つ
い
て
一
定
の
傾
向
を
把
握
で
き
る
。
ま
ず
州
選
挙
区
選
出
議

員
は
、
生
涯
選
出
区
数
が
低
く
、
州
内
率
・
地
元
率
・
当
該
選
挙
区

占
有
率
が
他
選
挙
区
タ
イ
プ
と
比
べ
て
高
い
こ
と
か
ら
、
地
元
の
人

物
が
多
数
を
占
め
州
選
挙
区
か
ら
移
動
せ
ず
に
当
選
を
重
ね
て
お

り
、
さ
ほ
ど
遠
距
離
の
選
挙
区
移
動
も
し
な
い
と
い
う
動
向
を
見
せ

て
い
る
。
ま
た
生
涯
当
選
回
数
も
多
い
も
の
の
、
空
白
率
が
八
〇
％

近
く
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
半
の
議
員
が
生
涯
を
通
じ
て
何
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度
も
当
選
し
て
い
る
と
同
時
に
、
当
選
で
き
な
い
選
挙
も
経
験
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
共
通
す
る

部
分
も
あ
る
が
、
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
方
が
よ
り
州
選
挙
区

へ
の
定
着
度
が
高
く
、州
選
挙
区
で
の
当
選
が
叶
わ
な
い
場
合
で
も
、

中
小
の
都
市
選
挙
区
へ
移
動
し
て
の
議
席
の
確
保
と
い
う
行
動
が
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
期
ほ
ど
頻
繁
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
違
い

が
見
出
せ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
事
実
か
ら
は
、
都
市
選
挙
区
選
出

議
員
よ
り
権
威
が
高
く
潜
在
的
な
競
争
に
な
り
や
す
か
っ
た
州
選
挙

区
選
出
議
員
の
座
は
、
州
内
に
確
固
た
る
地
位
を
築
い
た
ジ
ェ
ン
ト

リ
家
系
で
あ
れ
ば
保
持
で
き
る
可
能
性
も
あ
っ
た
が
、
同
時
代
の
政

治
的
な
い
し
宗
教
的
変
動
の
た
め
に
そ
れ
が
困
難
な
場
合
が
多
か
っ

た
こ
と
、
ま
た
小
都
市
選
挙
区
に
区
分
さ
れ
る
選
挙
区
が
創
設
さ
れ

て
い
る
途
上
で
外
部
の
有
力
者
の
パ
ト
ロ
ネ
ジ
下
に
あ
る
選
挙
区
が

相
対
的
に
少
な
か
っ
た
こ
と
、
も
し
く
は
両
者
の
紐
帯
が
十
分
に
確

立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
大
都
市
選
挙
区
選
出
議
員
は
、
州
選
挙
区
選
出
議
員
以
上
に

生
涯
選
出
区
数
が
低
く
、
州
内
率
お
よ
び
当
該
選
挙
区
占
有
率
が
高

く
な
っ
て
お
り
、
州
選
挙
区
選
出
議
員
に
も
ま
し
て
同
一
選
挙
区
か

ら
移
動
し
に
く
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
地
元
率
も
九
割
近
く
に

達
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
地
元
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一

方
で
空
白
率
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比
べ
は
る
か
に
高
く
、
生
涯
当
選

回
数
は
さ
ほ
ど
多
く
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー

期
に
お
い
て
は
大
都
市
選
挙
区
で
連
続
し
て
議
席
を
保
持
す
る
の
が

か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
近
年
坂
巻
清
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が

カ
ン
パ
ニ
の
役
職
者
な
ど
都
市
有
力
者
層
で
あ
っ
た
た
め
、
何
ら
か

の
原
因
で
彼
ら
寡
頭
支
配
者
間
に
争
い
が
生
じ
当
選
が
困
難
に
な
っ

た
場
合
で
も
、
当
選
を
確
保
す
る
た
め
に
他
の
中
小
都
市
選
挙
区
に

移
動
す
る
事
例
は
州
選
挙
区
選
出
議
員
以
上
に
少
な
く
、
こ
れ
が
生

涯
当
選
回
数
の
少
な
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る）
11
（

。

　
中
都
市
選
挙
区
お
よ
び
小
都
市
選
挙
区
で
は
、
生
涯
選
出
区
数
が

高
く
、
州
内
率
・
地
元
率
・
当
該
選
挙
区
占
有
率
は
低
い
こ
と
か
ら
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
遠
距
離
の
選
挙
区
を
頻
繁
に
移
動

す
る
、地
元
出
身
で
は
な
い
議
員
が
選
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比
べ
て
中
都
市
選
挙
区
と
小
都
市
選
挙

区
の
数
値
の
開
き
は
全
般
的
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
示
し

て
い
る
の
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
入
っ
て
中
都
市
選
挙
区
に
対
す
る
パ

ト
ロ
ン
の
介
入
が
強
ま
り
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
自
律
性
が
低
下
し
て

い
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
ま
た
、
空
白
率
は
い
ず
れ
も
七
〇
％
を
超

え
て
お
り
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
比
べ
か
な
り
高
い
数
値
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
選
挙
区
で
は
、
王
権
が
選
出
し
よ
う
と
し
た
ロ
ン
ド

ン
在
住
の
法
律
家
や
宮
廷
人
、
も
し
く
は
貴
族
な
ど
と
の
紐
帯
を
有

す
る
中
小
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
選
出
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
選
挙
区
と
の

結
び
付
き
の
弱
い
彼
ら
の
議
席
は
一
般
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
が
、



－  154  －－  155  －

ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議
員
の
選
出
様
態
（
仲
丸
）

こ
の
空
白
率
の
高
さ
か
ら
す
る
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
以
上
に
議
席
の
維

持
は
困
難
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
最
後
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
選
出
議
員
は
、
生
涯
選
出
区
数
が
非

常
に
低
く
、
州
内
率
・
地
元
率
・
当
該
選
挙
区
占
有
率
が
い
ず
れ
も

非
常
に
高
く
な
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
選
挙
区
を
移
動
し
な
い
地

元
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
ほ
ぼ
エ
リ

ザ
ベ
ス
期
と
同
様
で
あ
る
が
、
地
元
率
は
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期

の
方
が
一
〇
％
以
上
高
い
こ
と
か
ら
、
創
設
当
初
に
お
け
る
ウ
ェ
ー

ル
ズ
選
挙
区
は
、
ほ
ぼ
地
元
出
身
者
の
み
が
選
出
さ
れ
る
閉
鎖
的
な

性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
本
章
で
は
、
一
五
四
五
年
か
ら
一
五
五
八
年
の
間
に
選
出
さ
れ
た

議
員
の
各
指
標
に
つ
い
て
の
平
均
値
に
お
け
る
選
挙
区
タ
イ
プ
別
の

差
違
に
着
目
し
、
選
出
さ
れ
た
議
員
の
全
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
概

観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
総
合
す
る
と
、
基
本
的
に
は
州
選

挙
区
で
の
議
席
の
獲
得
を
目
指
す
も
、
そ
の
潜
在
的
競
争
の
激
し
さ

に
よ
り
し
ば
し
ば
議
員
歴
に
空
白
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
州
選
挙
区

挑
戦
者
型
、
大
都
市
内
部
で
政
治
的
基
盤
を
固
め
当
選
を
繰
り
返
す

大
都
市
有
力
者
型
、
パ
ト
ロ
ン
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
頼
り
に
中
小

の
都
市
選
挙
区
を
渡
り
歩
く
パ
ト
ロ
ン
従
属
型
、
と
い
う
エ
リ
ザ
ベ

ス
期
に
認
め
ら
れ
た
下
院
議
員
の
三
類
型
は
、ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー

期
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）
11
（

。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
の
議
論

は
当
該
期
を
一
体
の
も
の
と
し
て
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
期
間
中
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
未
だ
判
然

と
し
て
い
な
い
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
期
の
王
権
の
政

策
は
大
き
く
変
動
し
て
お
り
、
こ
れ
が
各
選
挙
区
に
お
け
る
議
員
の

選
出
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
究
明
す
る
た
め
に
、
次
章
で
は
選
挙
ご
と
の
数
値
の
変
化
を
分

析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
具
体
像
に
迫
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
三
章
　
時
系
列
的
変
化

　
本
章
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
に
お
け
る
各
選
挙
区
タ
イ
プ
の
生

涯
選
出
区
数
・
州
内
率
・
地
元
率
・
空
白
率
・
当
該
選
挙
区
占
有
率
・

生
涯
当
選
回
数
の
平
均
値
に
着
目
し
、
選
挙
ご
と
の
時
系
列
的
変
化

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
選
挙
区
に
つ
い
て
は
事

例
数
が
少
な
く
、
わ
ず
か
な
変
化
で
も
数
値
が
大
き
く
変
動
し
て
し

ま
う
た
め
、こ
こ
で
は
除
外
し
た
。（
グ
ラ
フ
２
）
か
ら
（
グ
ラ
フ
８
）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
の
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る）
11
（

。

全
期
間
を
通
じ
て
の
各
選
挙
区
タ
イ
プ
間
の
関
係

　
ま
ず
選
挙
区
タ
イ
プ
相
互
の
全
般
的
な
関
係
を
概
観
し
て
み
よ

う
。
全
期
間
を
通
じ
て
選
挙
区
タ
イ
プ
間
の
序
列
が
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
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て
い
る
の
は
、
地
元
率
で
あ
る
。
一
五
五
三
年
一
〇
月
の
選
挙
以

降
、
州
選
挙
区
と
大
都
市
選
挙
区
の
数
値
が
接
近
し
て
い
る
が
、
中

都
市
選
挙
区
や
小
都
市
選
挙
区
と
の
差
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
州

選
挙
区
と
大
都
市
選
挙
区
は
当
該
期
間
を
通
じ
て
七
割
以
上
の
割
合

で
地
元
の
人
物
が
選
出
さ
れ
、
そ
の
割
合
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
っ

た
の
に
対
し
、
中
小
の
都
市
選
挙
区
は
外
部
の
人
物
が
常
に
選
出
さ

れ
や
す
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
都
市
選
挙
区
内
で
序

列
が
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
生
涯
選
出
区
数
、
州
内
率
と
当

該
選
挙
区
占
有
率
で
あ
る
。
生
涯
選
出
区
数
は
、
一
五
四
五
年
と

一
五
四
七
年
の
選
挙
で
中
都
市
選
挙
区
の
数
値
が
小
都
市
選
挙
区
よ

り
高
く
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
都
市
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
数
値
の

小
さ
い
状
況
が
持
続
し
て
お
り
、
大
都
市
選
挙
区
選
出
議
員
は
移
動

し
に
く
く
、
中
・
小
の
都
市
選
挙
区
選
出
議
員
は
移
動
し
や
す
い
傾

向
が
確
認
さ
れ
る
。
州
内
率
で
も
、
一
五
五
四
年
四
月
の
選
挙
で
小

都
市
選
挙
区
の
数
値
が
急
上
昇
し
て
中
都
市
選
挙
区
に
接
近
し
て
い

る
も
の
の
、
基
本
的
に
都
市
の
規
模
に
序
列
が
対
応
し
て
お
り
、
大

都
市
選
挙
区
選
出
議
員
は
遠
距
離
を
移
動
し
に
く
く
、
中
・
小
の
都

市
選
挙
区
選
出
議
員
は
遠
距
離
を
移
動
し
や
す
い
状
態
が
続
い
て
い

た
。
さ
ら
に
当
該
選
挙
区
占
有
率
で
も
、
や
は
り
大
都
市
選
挙
区
と

中
・
小
都
市
選
挙
区
と
の
間
に
は
常
に
一
定
の
差
が
見
ら
れ
、
都
市

の
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
そ
の
選
挙
区
に
定
着
し
な
い
議
員
が
多

く
な
る
状
態
が
継
続
し
て
い
た
。
都
市
選
挙
区
の
こ
の
よ
う
な
動
向

と
は
異
な
り
、
州
選
挙
区
の
数
値
は
こ
れ
ら
の
指
標
に
お
い
て
平

均
値
の
増
減
と
は
異
な
る
変
化
を
見
せ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
独

自
の
変
動
要
因
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、

空
白
率
と
生
涯
当
選
回
数
に
お
い
て
は
、
都
市
選
挙
区
内
に
限
っ

て
も
明
確
な
序
列
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
空
白
率
に
お
い
て
は
、

一
五
五
三
年
三
月
か
ら
一
五
五
四
年
四
月
の
選
挙
に
か
け
て
大
都
市

選
挙
区
の
数
値
が
急
減
し
、
ま
た
一
五
五
三
年
一
〇
月
の
選
挙
以
降

は
小
都
市
選
挙
区
が
他
選
挙
区
タ
イ
プ
と
は
異
質
な
変
動
を
し
て
い

る
選
挙
が
複
数
回
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
期
間
に
安

定
し
て
議
席
を
維
持
で
き
る
議
員
と
で
き
な
い
議
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ

選
挙
区
を
移
動
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
生
涯
当
選

回
数
に
お
い
て
は
、
一
五
五
三
年
一
〇
月
と
一
五
五
四
年
一
一
月
の

選
挙
で
小
都
市
選
挙
区
と
州
選
挙
区
は
ほ
ぼ
正
反
対
に
数
値
が
増
減

し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
生
涯
を
通
じ
て
当
選
を
重
ね
ら
れ
る
議
員

と
重
ね
ら
れ
な
い
議
員
の
選
出
さ
れ
た
選
挙
区
が
、
大
き
く
変
化
し

て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
の
結
果
か
ら
、
エ
ド
ワ
ー
ド
期
か
ら
メ
ア
リ
期
に
入
っ
た
時

点
で
選
出
さ
れ
る
議
員
の
性
質
に
明
ら
か
に
変
化
が
生
じ
、
こ
れ
に

伴
っ
て
選
挙
区
移
動
の
頻
度
や
距
離
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
以
下
で
は
、
一
五
四
五
年

の
選
挙
に
つ
い
て
は
実
際
に
直
近
の
選
挙
で
当
選
し
て
い
て
も
史

料
の
欠
落
の
た
め
各
指
標
の
数
値
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
議
員
が
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特
に
多
く
、
デ
ー
タ
の
信
頼
度
が
や
や
低
い
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、

一
五
四
七
年
以
降
の
選
挙
ご
と
の
数
値
の
変
化
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳

し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

一
五
四
七
年
―
一
五
五
三
年
三
月

　
ま
ず
エ
ド
ワ
ー
ド
期
の
一
五
四
七
年
の
選
挙
か
ら
一
五
五
三
年
三

月
の
選
挙
に
か
け
て
の
変
化
を
見
て
み
よ
う
。
生
涯
選
出
区
数
に
お

い
て
、
州
選
挙
区
は
数
値
が
明
確
に
上
昇
し
て
い
る
が
、
小
都
市
選

挙
区
の
数
値
で
は
全
体
平
均
が
上
昇
し
て
い
る
の
に
対
し
、
複
数
回

当
選
者
内
平
均
は
下
降
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
都
市
選
挙
区
で
生
涯

に
一
度
の
み
当
選
し
た
議
員
が
減
少
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

州
内
率
は
、
州
選
挙
区
の
数
値
が
下
降
し
て
い
る
。
地
元
率
は
全
体

的
に
上
昇
し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
は
横
ば
い
で
あ
る
。
空
白
率
は

大
都
市
選
挙
区
で
大
幅
に
下
降
し
て
い
る
。
当
該
選
挙
区
占
有
率
は

全
体
的
に
上
昇
し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
は
や
や
下
降
し
て
い
る
。

生
涯
当
選
回
数
は
、
州
選
挙
区
の
み
大
幅
に
上
昇
し
、
他
は
横
ば
い

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
五
五
三
年
三
月
の
選
挙
で
は
、
多
少
遠

距
離
を
移
動
し
て
で
も
議
席
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
議
員
が
州
選
挙

区
で
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
大
都
市
選
挙
区
で
は
、
議
員

歴
に
あ
ま
り
空
白
を
作
ら
な
い
人
物
に
よ
る
議
席
の
寡
占
化
が
進
ん

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
政
策
が
継

続
し
て
い
た
状
況
で
、
中
央
か
ら
の
選
挙
干
渉
が
行
わ
れ
ず
、
地
方

側
の
論
理
の
み
で
議
員
が
選
出
さ
れ
て
い
た
状
況
を
示
唆
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
五
五
三
年
三
月
―
一
五
五
三
年
一
〇
月

　
次
に
、
一
五
五
三
年
三
月
か
ら
メ
ア
リ
期
最
初
の
選
挙
と
な
る
同

年
一
〇
月
の
選
挙
に
か
け
て
の
変
化
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
生
涯
選

出
区
数
は
、
州
選
挙
区
の
数
値
が
大
幅
に
下
降
、
大
都
市
選
挙
区
で

も
下
降
し
て
い
る
の
に
対
し
、小
都
市
選
挙
区
で
は
上
昇
し
て
い
る
。

州
内
率
は
、
州
選
挙
区
の
数
値
が
大
幅
に
上
昇
、
大
都
市
選
挙
区
も

上
昇
し
て
い
る
が
、
中
都
市
選
挙
区
、
小
都
市
選
挙
区
は
横
ば
い
で

あ
る
。
地
元
率
は
、
大
都
市
選
挙
区
で
上
昇
し
、
州
選
挙
区
で
も
や

や
上
昇
、
中
都
市
選
挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
で
は
や
や
下
降
し
て
い

る
。
空
白
率
は
、
大
都
市
選
挙
区
、
中
都
市
選
挙
区
で
大
き
く
下
降

し
て
い
る
の
に
対
し
、
小
都
市
選
挙
区
で
は
上
昇
し
て
お
り
、
州
選

挙
区
で
は
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
選
挙
区
占
有
率
は
、
州
選

挙
区
と
大
都
市
選
挙
区
で
や
や
上
昇
し
て
い
る
が
、
中
都
市
選
挙
区

と
小
都
市
選
挙
区
で
は
若
干
下
降
し
て
い
る
。
生
涯
当
選
回
数
は
、

州
選
挙
区
で
大
き
く
下
降
、
大
都
市
選
挙
区
で
も
下
降
し
て
い
る
の

に
対
し
、
小
都
市
選
挙
区
で
は
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
。
以
上
か

ら
、
州
選
挙
区
で
の
み
少
数
回
当
選
し
、
他
の
選
挙
区
へ
移
動
し
な

か
っ
た
議
員
が
増
加
し
た
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
州
選
挙
区
で
選
出
さ

れ
て
い
た
議
員
の
一
部
が
小
都
市
選
挙
区
に
流
入
し
た
の
で
は
な
い
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か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
ま
た
大
都
市
選
挙
区
の
寡
占
化
傾
向

に
、
一
層
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
以
上
か
ら
、
メ

ア
リ
の
即
位
に
伴
う
カ
ト
リ
ッ
ク
政
策
へ
の
転
換
は
、
議
員
の
選
出

に
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

州
選
挙
区
で
女
王
寄
り
の
議
員
が
選
出
さ
れ
た
結
果
、
そ
こ
か
ら
追

い
立
て
ら
れ
て
議
席
を
失
っ
た
り
、
都
市
選
挙
区
へ
移
動
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
り
し
た
人
々
が
数
多
く
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
大
都
市
選
挙
区
で
は
居
住
要
件
厳
格
化
の
影
響
が
表

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
五
五
三
年
一
〇
月
―
一
五
五
四
年
四
月

　
続
い
て
一
五
五
三
年
一
〇
月
か
ら
一
五
五
四
年
四
月
の
選
挙
に
か

け
て
の
変
化
に
移
ろ
う
。
生
涯
選
出
区
数
は
、
小
都
市
選
挙
区
で
大

幅
に
下
降
し
て
い
る
。
州
内
率
は
、
州
選
挙
区
と
大
都
市
選
挙
区
で

下
降
し
て
い
る
の
に
対
し
、
小
都
市
選
挙
区
で
は
上
昇
し
て
い
る
。

地
元
率
は
全
体
的
に
下
降
し
て
い
る
。
空
白
率
は
、
大
都
市
選
挙
区

以
外
で
大
き
く
下
降
し
て
い
る
。
当
該
選
挙
区
占
有
率
は
、
中
都
市

選
挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
で
上
昇
し
て
い
る
。
生
涯
当
選
回
数
は
全

体
的
に
下
降
し
て
い
る
が
、
特
に
小
都
市
選
挙
区
で
は
大
き
く
下
降

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
結
果
か
ら
、
小
都
市
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
る

議
員
が
一
部
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
議
席
の
安

定
度
が
高
ま
り
、
前
回
の
選
挙
か
ら
継
続
し
て
選
出
さ
れ
た
議
員
が

多
数
存
在
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
回
選
挙
で
当
選

し
た
政
府
寄
り
の
人
々
が
、引
き
続
き
州
選
挙
区
で
議
席
を
保
持
し
、

中
都
市
選
挙
区
な
い
し
小
都
市
選
挙
区
に
移
動
し
た
人
々
も
同
一
選

挙
区
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
情
勢
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

一
五
五
四
年
四
月
―
一
五
五
四
年
一
一
月

　
さ
ら
に
一
五
五
四
年
四
月
か
ら
同
年
一
一
月
の
変
化
を
見
て
み
よ

う
。
生
涯
選
出
区
数
は
、
州
選
挙
区
で
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
の
に

対
し
、
都
市
選
挙
区
は
い
ず
れ
も
や
や
下
降
す
る
か
横
ば
い
と
な
っ

て
い
る
。
州
内
率
は
州
選
挙
区
で
下
降
し
、
都
市
選
挙
区
は
い
ず
れ

も
や
や
上
昇
す
る
か
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
。
地
元
率
は
中
都
市
選

挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
で
上
昇
し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
、
大
都
市

選
挙
区
で
は
や
や
下
降
し
て
い
る
。
空
白
率
は
大
都
市
選
挙
区
で
大

き
く
上
昇
し
、
州
選
挙
区
で
も
上
昇
し
て
い
る
が
、
小
都
市
選
挙
区

で
大
き
く
下
降
し
て
い
る
。
当
該
選
挙
区
占
有
率
は
い
ず
れ
の
都
市

選
挙
区
で
も
上
昇
し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
で
は
下
降
し
て
い
る
。

生
涯
当
選
回
数
は
、
州
選
挙
区
で
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
が
、
都
市

選
挙
区
は
い
ず
れ
も
横
ば
い
か
や
や
下
降
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動

向
が
示
し
て
い
る
の
は
、
一
五
五
三
年
三
月
の
選
挙
で
は
州
選
挙
区

か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
同
年
一
〇
月
と
翌
年
四
月
の
選
挙

で
は
州
選
挙
区
で
当
選
を
果
た
せ
ず
小
都
市
選
挙
区
で
議
席
を
確
保
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し
た
人
物
が
、
再
び
州
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
る
事
例
が
多
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
都
市
選
挙
区
で
も
、
当

該
選
挙
区
か
ら
か
つ
て
選
出
さ
れ
、
一
度
議
席
を
失
っ
た
議
員
が
、

再
び
当
選
を
果
た
し
た
事
例
が
増
加
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
で

中
都
市
選
挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
で
は
、
地
元
の
同
一
選
挙
区
か
ら

少
数
回
の
み
当
選
し
た
議
員
が
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
前
二
回
の
選
挙
に
政
府
の
意
向
が
強
く
働
い
て
い
た
と
す

れ
ば
、
こ
の
時
の
選
挙
で
は
そ
の
影
響
力
が
低
下
し
、
メ
ア
リ
即
位

以
前
か
ら
地
方
に
お
け
る
地
位
を
築
い
て
い
た
人
物
が
再
び
そ
の
地

位
を
回
復
し
た
、
あ
る
い
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
以
降
に
も
引
き
続
き
議

席
を
保
持
し
て
ゆ
く
人
物
が
選
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
の
選
挙
で
大
幅
に
議
員
が
入
れ
替

わ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

一
五
五
四
年
一
一
月
―
一
五
五
五
年

　
一
五
五
四
年
一
一
月
か
ら
一
五
五
五
年
の
変
化
に
移
ろ
う
。
生
涯

選
出
区
数
は
、
都
市
選
挙
区
で
上
昇
が
見
ら
れ
、
特
に
大
都
市
選
挙

区
と
小
都
市
選
挙
区
は
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
は
や

や
下
降
し
て
い
る
。
州
内
率
は
、
都
市
選
挙
区
で
は
い
ず
れ
も
下
降

し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
で
は
上
昇
し
て
い
る
。
地
元
率
も
、
都
市

選
挙
区
で
は
い
ず
れ
も
下
降
し
、
州
選
挙
区
で
は
や
や
上
昇
し
て
い

る
。
空
白
率
は
、
州
選
挙
区
と
中
都
市
選
挙
区
お
よ
び
小
都
市
選
挙

区
で
い
ず
れ
も
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
。
当
該
選
挙
区
占
有
率
は
、

都
市
選
挙
区
で
は
い
ず
れ
も
下
降
し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
で
は
横

ば
い
で
あ
る
。
生
涯
当
選
回
数
は
、
都
市
選
挙
区
で
い
ず
れ
も
上
昇

し
て
い
る
が
、
州
選
挙
区
は
や
は
り
横
ば
い
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、

州
選
挙
区
で
は
前
回
の
選
挙
と
同
様
の
状
態
が
持
続
し
て
い
る
の
に

対
し
、
都
市
選
挙
区
で
は
議
員
の
流
動
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
特
に
大
都
市
選
挙
区
で
選
挙
区
移
動
を
経
験
し
た
議

員
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。

一
五
五
五
年
―
一
五
五
八
年

　
最
後
に
一
五
五
五
年
か
ら
一
五
五
八
年
に
か
け
て
の
変
化
を
検
討

し
て
お
こ
う
。
生
涯
選
出
区
数
は
、
都
市
選
挙
区
で
は
い
ず
れ
も
下

降
し
て
い
る
の
に
対
し
、
州
選
挙
区
で
は
上
昇
し
て
い
る
。
州
内
率

は
州
選
挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
で
や
や
下
降
し
、
大
都
市
選
挙
区
で

や
や
上
昇
し
て
い
る
。地
元
率
に
は
目
立
っ
た
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

空
白
率
は
、
小
都
市
選
挙
区
で
大
き
く
下
降
し
て
い
る
。
当
該
選
挙

区
占
有
率
は
、
州
選
挙
区
で
下
降
し
、
い
ず
れ
の
都
市
選
挙
区
で
も

わ
ず
か
に
上
昇
し
て
い
る
。
生
涯
当
選
回
数
は
、
全
体
的
に
若
干
下

降
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
州
選
挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
と
の
間
で

議
員
の
行
き
来
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
ほ
か
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な

動
き
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
二
選
挙
間
で
は
議
員
の
入
れ
替
わ
り
は
あ

ま
り
無
か
っ
た
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
検
討
か
ら
、
メ
ア
リ
即
位
直
後
二
回
の
選
挙
で
は
、
そ
れ

以
外
の
選
挙
と
は
異
質
な
議
員
が
州
選
挙
区
や
大
都
市
選
挙
区
か
ら

選
出
さ
れ
る
事
例
が
増
加
し
た
事
実
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
国
王
・
政
府
に
よ
る
選
挙
干
渉
は
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
メ
ア
リ
即
位
か
ら
約
一
年
が
経
過
し

た
三
回
目
の
選
挙
か
ら
は
、
ヘ
ン
リ
期
・
エ
ド
ワ
ー
ド
期
の
議
員
も

し
く
は
新
た
な
議
員
が
数
多
く
選
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

今
回
の
調
査
の
み
で
は
そ
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
回
状
や
枢

密
院
か
ら
の
書
簡
が
引
き
続
き
発
送
さ
れ
続
け
て
い
た
事
実
を
踏
ま

え
る
と
、
選
挙
区
側
の
受
け
止
め
方
が
変
化
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
女
王
の
宗
教
・
外
交
政
策
に
対
す
る
地

方
の
反
応
は
十
分
に
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
中
都
市
選
挙
区
と
小
都
市
選
挙
区
で
は
、
居
住
要
件
の
厳
格

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
と
同
じ
く
選
挙
区
を
渡
り
歩

く
部
外
者
が
選
出
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
続
い
て
い
た
。
王
権
側
が
影

響
を
及
ぼ
し
や
す
い
こ
う
し
た
選
挙
区
か
ら
、
宮
廷
人
や
国
王
役
人

な
ど
が
選
出
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
選
挙

区
の
数
値
は
州
選
挙
区
や
大
都
市
選
挙
区
の
数
値
と
連
動
し
て
い
る

場
合
が
多
く
、
後
二
者
の
動
向
と
関
係
が
強
か
っ
た
こ
と
も
明
白
で

あ
る
。州
選
挙
区
で
議
席
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
有
力
ジ
ェ
ン
ト
リ
、

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
大
都
市
選
挙
区
で
議
席
を
確
保
で
き
な
か
っ

た
都
市
の
有
力
者
層
が
、
様
々
な
パ
ト
ロ
ネ
ジ
を
利
用
し
て
中
都
市

選
挙
区
や
小
都
市
選
挙
区
に
議
席
を
求
め
る
と
い
う
現
象
は
、
エ
リ

ザ
ベ
ス
治
世
期
を
待
た
ず
、
既
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
の
議
論
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
今

回
検
討
対
象
と
し
た
八
議
会
全
体
を
通
じ
た
選
挙
区
タ
イ
プ
別
の
各

指
標
の
分
析
か
ら
は
、
州
選
挙
区
挑
戦
者
型
・
大
都
市
有
力
者
型
・

パ
ト
ロ
ン
従
属
型
、
と
い
う
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
認
め
ら
れ
た
下
院
議

員
の
三
類
型
を
、
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
に
も
基
本
的
に
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
パ
ト
ロ
ン
従
属
型
の
議
員
が
主
と
し
て
選

出
さ
れ
、
ま
た
州
選
挙
区
挑
戦
者
型
の
議
員
が
州
選
挙
区
で
の
議
席

を
確
保
で
き
な
か
っ
た
際
に
選
出
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
小
都
市
選
挙

区
は
、
ま
さ
に
創
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
そ
の
分
だ

け
議
員
の
選
挙
区
移
動
は
活
発
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。

　
と
は
い
え
、
選
挙
区
タ
イ
プ
を
横
断
す
る
移
動
が
全
く
見
ら
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
各
指
標
の

時
系
列
的
変
化
の
分
析
か
ら
は
、
メ
ア
リ
期
最
初
の
議
会
と
三
回
目

の
議
会
で
、
大
幅
な
議
員
の
交
替
と
そ
れ
に
伴
う
選
挙
区
移
動
が
確
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認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
の
よ
う
に
選
挙
区
内
部
の
事
情

で
は
な
く
、
王
権
に
よ
る
干
渉
と
い
う
外
部
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た

可
能
性
の
高
い
動
向
で
あ
り
、
そ
の
た
め
州
選
挙
区
の
み
な
ら
ず
大

都
市
選
挙
区
で
も
見
受
け
ら
れ
る
現
象
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
小
の
都
市
選
挙
区
が
あ
る
種
の
バ
ッ

フ
ァ
ー
（
緩
衝
地
）
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
は
、ミ
ッ
ド
・

テ
ュ
ー
ダ
ー
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
知
見
は
、
修
正
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
よ

う
な
、
王
権
・
貴
族
と
の
関
係
の
み
で
下
院
を
把
握
す
る
と
い
う
理

解
を
見
直
す
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
選
挙
の
段
階
に

お
い
て
は
、
自
発
的
に
議
席
を
求
め
る
議
員
が
相
当
数
存
在
し
て
い

た
の
は
確
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
員
の
動
き
を
、
ホ
ー
ク
ヤ
ー
ド

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
関
わ
り
の
無
い
貴
族

の
パ
ト
ロ
ネ
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
日
当
の
支
払
い
な
ど
に
関
す
る

選
挙
区
側
の
事
情
な
ど
と
い
っ
た
、
外
形
的
要
因
に
還
元
で
き
る
部

分
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
議
員
た
ち
の
立
候
補
の
動
機
の
一
つ
と

し
て
、
地
域
社
会
に
お
い
て
議
員
と
い
う
地
位
が
も
た
ら
す
名
誉
や

地
域
に
関
わ
る
権
益
の
確
保
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
急
進
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
政
策
を
推
進
し
て
い
た
エ
ド
ワ
ー

ド
期
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
復
帰
が
目
指
さ
れ
た
メ
ア
リ
期
に
か
け

て
議
員
の
選
出
様
態
に
大
き
な
変
動
が
生
じ
た
と
い
う
事
実
は
、
女

王
の
政
策
に
対
す
る
議
員
・
選
挙
区
の
政
治
的
立
場
も
同
時
代
の
選

挙
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。例
え
ば
、

ニ
コ
ラ
ス
・
ア
ー
ノ
ル
ド
、
ト
マ
ス
・
カ
ワ
ー
デ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

セ
シ
ル
、
ヘ
ン
リ
・
チ
ヴ
ァ
ト
ン
と
い
っ
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
寄

り
で
メ
ア
リ
の
即
位
に
難
色
を
示
し
て
い
た
人
々
は
、
い
ず
れ
も
エ

ド
ワ
ー
ド
期
最
後
の
議
会
で
保
持
し
て
い
た
州
議
席
を
メ
ア
リ
期
の

第
一
・
第
二
議
会
で
は
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
州
議
席
で
再

び
選
出
さ
れ
る
の
は
、
メ
ア
リ
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
迫
害
が

開
始
さ
れ
た
一
五
五
五
年
一
〇
月
の
議
会
で
あ
っ
た）
11
（

。
こ
う
し
た
事

例
は
、
個
々
人
の
政
治
的
・
宗
教
的
姿
勢
、
な
い
し
国
王
・
政
府
が

有
し
て
い
た
権
威
が
、
議
員
の
選
出
に
お
い
て
相
対
的
に
大
き
な
要

因
で
あ
っ
た
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ

ー
ク
ヤ
ー
ド
が
社
会
・
経
済
的
側
面
で
実
証
し
た
議
員
選
出
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
、
政
治
・
宗
教
的
な
要
因
と
接
合
す
る
こ
と
で
、
よ
り
蓋

然
的
な
解
釈
の
枠
組
み
の
提
供
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
紙
幅
の
都
合
上
本
稿
は
統
計
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
た

理
論
的
仮
説
を
提
示
す
る
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
を
個
々
の

議
員
・
選
挙
区
の
事
例
に
則
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

他
日
を
期
し
た
い
。
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ど
個
人
的
な
権

益
を
立
法
に
よ
っ
て
確
保
す
る
事
例
も
一
定
数
確
認
さ
れ
て
い

る
。H

aw
kyard, T

he H
ouse of C

om
m

ons , pp. 292-295, 
A

ppendix 7, 9.

（
21
）
青
木
康
『
議
員
が
選
挙
区
を
選
ぶ
―
―
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
議

会
政
治
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）、
仲
丸
『
名
誉
と
し
て
の

議
席
』
第
五
章
、
同
「
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
下
院
議
員
に
よ
る
選

挙
区
移
動
様
態
の
時
系
列
的
変
遷
」（『
西
洋
史
学
』
第
二
四
八
号
、

二
〇
一
三
年
、
一
九
―
三
七
頁
）
を
参
照
。

（
22
）
な
お
、
大
陸
の
カ
レ
ー
に
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
へ
の
議
員
選
出
権

が
与
え
ら
れ
、
一
五
三
六
年
か
ら
一
五
五
五
年
ま
で
実
際
に
議
員
が

選
出
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
議
員
は
除
外
し
て
い
る
。

（
23
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、Lehm

berg, The Later Parliam
ent , ch. 6; 

G
raves, The Tudor Parliam

ents , pp. 65-69; Loach,Parliam
ent 

and the C
row

n , chs. 4-8; Id., P
arliam

ent under the 
Tudors , ch.5

を
参
照
。

（
24
）
本
章
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
こ
れ
ら
の
諸
指
標
に
つ
い
て
の
詳
細

な
説
明
は
省
略
す
る
。
仲
丸
『
名
誉
と
し
て
の
議
席
』、
同
「
時
系
列

的
変
遷
」
を
参
照
。

（
25
）
な
お
、
ホ
ー
ク
ヤ
ー
ド
の
追
跡
調
査
に
よ
り
一
五
四
五
年
の
選
挙

で
ペ
ン
リ
ン
選
挙
区
の
第
二
位
で
選
出
さ
れ
た
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
情
報
も
追
加
し
て
い
る
。H

aw
kyard, The H

ouse of 
C

om
m

ons , Appendix 6.

（
26
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
都
市
選
挙
区
の
具
体
的
な
分
類
に
つ
い
て
は
、

仲
丸
「
時
系
列
的
変
遷
」
二
六
―
二
七
頁
の
表
１
を
参
照
。
た
だ
し

大
都
市
選
挙
区
に
含
ま
れ
る
テ
ィ
ヴ
ァ
ト
ン
、
ベ
リ
・
セ
ン
ト
・
エ

ド
マ
ン
ズ
、
ベ
ヴ
ァ
リ
、
中
都
市
選
挙
区
に
含
ま
れ
る
チ
ュ
ー
ク
ス

ベ
リ
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
、
イ
ー
ス
ト
・
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
、
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
、
マ
イ
ン
ヘ
ッ
ド
、
オ
ー
ル

ド
バ
ラ
、
サ
ド
ベ
リ
、
ビ
ュ
ー
ド
リ
、
イ
ブ
シ
ャ
ム
、
ポ
ン
テ
フ
ラ

ク
ト
、リ
ッ
チ
モ
ン
ド
、小
都
市
選
挙
区
に
含
ま
れ
る
ア
マ
ー
シ
ャ
ム
、

グ
レ
イ
ト
・
マ
ー
ロ
ー
、
ウ
ェ
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
、
イ
ー
ス
ト
・
ル
ー
、

フ
ォ
ウ
イ
、
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
ズ
、
セ
ン
ト
・
モ
ウ
ズ
、
ト
レ

ゴ
ニ
、
ベ
ア
・
ア
ル
ス
ト
ン
、
コ
ー
フ
ェ
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
、
ハ
リ
ッ

ジ
、
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
、
ラ
イ
ミ
ン
ト
ン
、

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
（
ワ
イ
ト
島
）、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
（
ワ
イ
ト
島
）、
ス

ト
ッ
ク
ブ
リ
ッ
ジ
、
ホ
ワ
イ
ト
チ
ャ
ー
チ
、
ヤ
ー
マ
ス
（
ワ
イ
ト
島
）、

ウ
ェ
オ
ブ
リ
、
ク
イ
ー
ン
バ
ラ
、
ク
リ
ゼ
ロ
ー
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ビ

シ
ョ
ッ
プ
ズ
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
、
イ
ル
チ
ェ
ス
タ
、
ミ
ル
ボ
ー
ン
・
ポ
ー

ト
、
タ
ム
ワ
ー
ス
、
ア
イ
、
ヘ
イ
ス
ル
ミ
ア
は
、
当
該
期
に
下
院
議

員
選
出
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
一
五
七
二
年
以
降
、
ウ
ェ

イ
マ
ス
と
メ
ル
コ
ン
ビ
・
リ
ー
ジ
ス
で
は
、
両
都
市
を
区
別
せ
ず
に

合
計
で
四
名
が
記
載
さ
れ
た
当
選
証
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
州
選
挙
区
の
チ
ェ
シ
ャ
、
大
都
市
選
挙
区
に
含
ま
れ
る
ウ
ェ

ス
ト
ミ
ン
ス
タ
、
チ
ェ
ス
タ
、
中
都
市
選
挙
区
に
含
ま
れ
る
リ
ヴ
ァ
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史
苑
（
第
七
八
巻
第
一
号
）

プ
ー
ル
、
ウ
ィ
ガ
ン
、
ボ
ス
ト
ン
、
サ
イ
レ
ン
セ
ス
タ
、
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー

ル
ド
、
ピ
ー
タ
ー
ズ
フ
ィ
ー
ル
ド
、
ソ
ー
ル
タ
ッ
シ
ュ
、
メ
イ
ド
ス

ト
ン
、
ネ
ア
ズ
バ
ラ
、
リ
ポ
ン
、
セ
ン
ト
・
オ
ー
ル
バ
ン
ズ
、
エ
イ

ル
ズ
ベ
リ
、
ド
ロ
イ
ト
ウ
ィ
ッ
チ
、
ア
ビ
ン
ド
ン
、
小
都
市
選
挙
区

に
含
ま
れ
る
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ー
、
ボ
ッ
シ
ニ
ー
、
キ
ャ
メ
ル
フ
ォ
ー
ド
、

グ
ラ
ム
パ
ウ
ン
ド
、
ヘ
ド
ン
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
ペ
ン
リ
ン
、
ピ
ー
タ
ー

バ
ラ
、
サ
ー
ス
ク
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ル
ー
、
バ
ラ
ブ
リ
ッ
ジ
、
モ
ア
ペ
ス
、

ニ
ュ
ー
・
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
、
バ
ン
ベ
リ
、
オ
ー
ル
ド
バ
ラ
、
キ
ャ
ッ

ス
ル
・
ラ
イ
ジ
ン
グ
、
ハ
イ
ア
ム
・
フ
ェ
ラ
ー
ズ
、
セ
ン
ト
・
ア
イ
ヴ
ス
、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
フ
ォ
ー
ド
ウ
ェ
ス
ト
、
ビ
ュ
ー
マ
リ
ス

は
当
該
期
間
中
に
下
院
議
員
選
出
権
を
付
与
さ
れ
た
都
市
で
あ
り
、

算
出
対
象
と
な
る
の
は
議
席
が
創
設
さ
れ
て
以
降
に
選
出
さ
れ
た
議

員
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
サ
イ
レ
ン
セ
ス
タ
と
メ
イ
ド
ス
ト
ン
は
一

度
、
ニ
ュ
ー
・
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
三
度
議
員
を
選
出
し
た
記
録
が

残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
次
の
選
挙
で
下
院
議
員
選
出
権
を
剥
奪
さ

れ
、
こ
れ
以
降
の
当
該
期
間
中
は
議
員
を
選
出
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ニ
ュ
ー
バ
ラ
も
二
度
議
員
を
選
出
し
た
後
、
下
院
議

員
選
出
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）
坂
巻
清
『
イ
ギ
リ
ス
近
世
の
国
家
と
都
市
―
―
王
権
・
社
団
・
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）、
第
五
章
参
照
。

（
28
）
三
類
型
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
仲
丸
『
名
誉
と
し
て
の
議
席
』

二
六
〇
―
二
七
七
頁
を
参
照
。

（
29
）
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
間
隔
が
そ
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
、
各
グ
ラ
フ
は
選
挙
の

実
施
間
隔
を
ほ
ぼ
反
映
し
う
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
た
だ
し
後

述
す
る
よ
う
に
、
今
回
の
調
査
期
間
に
限
っ
て
は
、
選
挙
の
実
施
間

隔
と
そ
の
結
果
の
間
に
は
明
確
な
相
関
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
30
）
ア
ー
ノ
ル
ド
は
グ
ロ
ス
タ
シ
ャ
、
カ
ワ
ー
デ
ン
は
サ
リ
、
セ
シ
ル

は
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
の
議
席
を
そ
れ
ぞ
れ
失
い
、
一
五
五
三
年
一
〇
月

と
一
五
五
四
年
四
月
の
選
挙
で
は
い
ず
れ
の
選
挙
区
か
ら
も
選
出

さ
れ
て
い
な
い
。
チ
ヴ
ァ
ト
ン
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
の
議
席
を
失
い
、

一
五
五
三
年
一
〇
月
と
一
五
五
四
年
四
月
の
選
挙
で
は
同
州
内
の
ボ

ド
ミ
ン
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
。

（
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）
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ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
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期
イ
ン
グ
ラ
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ド
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議
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（
仲
丸
）

A quantitative analysis of mobility across constituencies 
among the Members of Parliament in mid-Tudor England

NAKAMARU, Hideki

This article explores the relationship between constituencies and 
Members of Parliament in mid-Tudor England by examining mobility 
across constituencies among the Members. 

In the historiography, the House of Commons in the pre-1558 peri-
od has largely been unexplored due to a dearth of empirical evidences. 
Recently, A. Hawkyard has tried to reconstruct a picture of the institu-
tion during this period by evaluating and assessing the full range of re-
sources, but he failed to pay sufficient attention to the issue of mobility 
across constituencies among members. To overcome this shortcoming, 
the paper elucidates the trends in the relationship between constituen-
cies and MPs, based on a quantitative analysis.

It begins referring to the following concepts in order to set out its 
theoretical framework: ‘career number of constituencies’, ‘local man’s 
share’ and ‘share of the MPs who moved within a county’. It also cor-
related these with types of constituency such as English county, large 
boroughs, middle boroughs and small boroughs. This framework allows 
for a discussion of the overall trend and time-series changes of these in-
dicators in each type of constituency.

The Conclusions are summarized in the following two points. First, 
about 40% of the 2,887 Members changed seats at least once during 
their careers, and the frequency of movement varied with the type of 
constituency represented. From these considerations, three types of 
MPs during the Elizabethan period which was extracted in author’s ear-
lier article - that is ‘challengers for county seats’, ‘magnates of boroughs’ 
and ‘followers of patrons’ - can be applied specifically to mid-Tudor En-
gland. Second, a significant number of MPs were replaced or moved to 
other constituencies in the first and third Parliament during the Mari-
an period. These severe mutations at a time of great political and reli-
gious upheaval suggest that candidate’s political stances to the Queen 
and Government had a considerable influence on elections and mobility 
across constituencies.


